
令和７年度　在宅療養支援診療所等調査
結果概要

１　調査の目的
　・本県の在宅医療の現状等を把握し、在宅医療にかかる連携体制構築の進捗状況の評価を行う。
・過去の調査結果と比較し、課題を分析することで、保健医療計画及び在宅医療の推進に反映させる。

２　調査方法
　　調査票を郵送し、郵送もしくはオンラインで回答を回収

３　調査実施日
　　令和７年７月３０日

４　調査対象と回収率
　　令和７年７月１日時点において、「在宅療養支援診療所」（以下「在支診」と言う。）、「在宅療養支援病院」（以下「在支病」と言う。）、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」（以下「在医総管」と言う。）の届出を九州厚生局に行っている県内の医療機関を対象とした。

	調査対象
	調査対象数（A）
	回収数（B）
	回収率（B/A）

	在宅療養支援診療所
	800
	778
	97.3％

	
	（うち）在宅療養支援診療所１
	16
	16
	100.0％

	
	（うち）在宅療養支援診療所２
	134
	130
	97.0％

	
	（うち）在宅療養支援診療所３
	650
	632
	97.2％

	在宅療養支援病院
	127
	125
	98.4％

	
	（うち）在宅療養支援病院１
	14
	14
	100.0％

	
	（うち）在宅療養支援病院２
	25
	24
	96.0％

	
	（うち）在宅療養支援病院３
	88
	87
	98.9％

	在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料届出施設（※）
	436
	420
	96.3％

	
	（うち）診療所
	406
	391
	96.3％

	
	（うち）病院
	30
	29
	96.7％

	合計
	1,363
	1,323
	97.0％


※県内の在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料届出施設のうち、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の届出を行っていない施設

５　推計方法
　　本調査においては、「医師数」「訪問診療患者数」「看取り患者数」について推計値を算出している。推計方法については、まず届出毎に「在支診１」「在支診２」「在支診３」「在支病１」「在支病２」「在
支病３」「在医総管（診療所）」「在医総管（病院）」の8つに分け、それぞれ「医師数」「訪問診療患者
数」「看取り患者数」を算出し、届出毎の回収率で割り戻しを行った。
６　集計表の種類
　　1－1　二次医療圏別の概況（在支診・在支病・在医総管）
　　1－2　二次医療圏別の概況（在支診）
　　1－3　二次医療圏別の概況（在支病）
　　1－4　二次医療圏別の概況（在医総管）

　　2　 　届出別の比較（在支診・在支病・在医総管）

　　3 　　前年度調査との比較（在支診・在支病・在医総管）

4－1　現行保健医療計画策定時との比較（二次医療圏別の概況）人口と面積に対する医療機関数
4―2　現行保健医療計画策定時との比較（二次医療圏別の概況）人口に対する患者数

5－1　主たる設問の集計結果（実数）
5－2　その他の設問の集計結果（実数）

７　集計結果
　（１）今回調査の概況
【主な項目の集計結果】
（ⅰ）医師数（推計値）
在支診・在支病・在医総管の医師数（全数推計）は1,957人であり、1医療機関あたり
平均1.4人である。〖1-1、3参照〗
（ⅱ）訪問診療患者数（推計値）
在支診・在支病・在医総管全体の1か月間の訪問診療患者数（全数推計）は54,961人であり、1医療機関あたり平均40.3人、医師1人あたり平均28.1人である。〖1-1、3参照〗
（ⅲ）在宅看取り患者数（推計値）
在支診・在支病・在医総管全体の1年間の在宅看取り患者数（全数推計）は8,781人であり、1医療機関あたり平均6.4人、医師1人あたり平均4.5人である。〖1-1、3参照〗

　　　【二次保健医療圏による比較】
　　　（ⅰ）医療機関数
　　　　　・在支診・在支病・在医総管全体の医療機関数を圏域内人口比率（対10万人）で比較すると、最多が朝倉 保健医療圏の43.6ヶ所、最少が筑紫 保健医療圏の16.5ヶ所で、差は約2.6倍である。〖1-1参照〗
　　　　　・在支診・在支病・在医総管全体の医療機関数を圏域内65歳以上人口比率（対1万人）で比較すると、最多が朝倉 保健医療圏の12.8ヶ所、最少が京築 保健医療圏の5.9ヶ所で、差は約2.2倍である。〖4-1参照〗
（ⅱ）医師数（推計値）
・在支診・在支病・在医総管全体の医師数を圏域内人口比率（対10万人）で比較すると、最多が朝倉 保健医療圏の67人、最少が粕屋 保健医療圏の24人で、差は約2.8倍である。〖1-1参照〗
・在支診・在支病・在医総管全体の医師数を圏域内65歳以上人口比率（対1万人）で比較すると、最多が朝倉 保健医療圏の20人、最少が京築 保健医療圏の9人で、差は約2.2倍である。〖4-2参照〗
（ⅲ）訪問診療患者数（推計値）
・在支診・在支病・在医総管全体の1ヶ月間の訪問診療患者数を圏域内人口比率（対10万人）で比較すると、最多が福岡・糸島 保健医療圏の1,306人、最少が粕屋 保健医療圏の404人で、差は約3.2倍である。〖1-1参照〗
・在支診・在支病・在医総管全体の1ヶ月間の訪問診療患者数を圏域内65歳以上人口比率（対1万人）で比較すると、最多が福岡・糸島 保健医療圏の573人、最少が粕屋 保健医療圏の164人で、差は約3.5倍である。〖4-2参照〗
（ⅳ）在宅看取り患者数（推計値）
・在支診・在支病・在医総管全体の1年間の在宅看取り患者数を圏域内人口比率（対10万人）で比較すると、最多が直方・鞍手 保健医療圏の250人、最少が田川 保健医療圏の63人で、差は約4倍である。〖1-1参照〗
・在支診・在支病・在医総管全体の1年間の在宅看取り患者数を圏域内65歳以上人口比率（対1万人）で比較すると、最多が八女・筑後 保健医療圏の73人、最少が田川 保健医療圏の17人で、差は約4.4倍である。〖4-2参照〗

【届出区分による比較】
（ⅰ）訪問診療患者数
・1医療機関あたりの1か月間における訪問診療患者数について比較すると、回答のあった在支診（778ヶ所）の平均は55.8人、回答のあった在支病（125ヶ所）の平均は60.6人、回答のあった在医総管（420ヶ所）の平均は6.3人である。〖2参照〗
　　　（ⅱ）在宅看取り患者数
・1医療機関あたりの1年間における在宅看取り患者数について比較すると、回答のあった在支診（778ヶ所）の平均は8.9人、回答のあった在支病（125ヶ所）の平均は10.7人、回答のあった在医総管（420ヶ所）の平均は0.7人である。〖2参照〗


（２）前回調査（令和６年度調査）との比較
（ⅰ）医療機関数
在支診は21ヶ所増加、在支病は2ヶ所増加、それ以外の在医総管は22ヶ所減少している。〖3参照〗

（ⅱ）強化型在支診・強化型在支病の数
・在支診1は横ばい、在支診2は11ヶ所増加している。
・在支病1は横ばい、在支病2は5ヶ所増加している。〖3参照〗

　　　（ⅲ）医師数（推計値）
　　　　　在支診・在支病・在医総管全体の医師数（全数推計）は、前回調査では1,965人、今回調査では1,957人であり、8人減少している。〖3参照〗


（ⅳ）訪問診療患者数（推計値）
在支診・在支病・在医総管全体の1ヶ月間の訪問診療患者数は、前回調査では51,201人、
今回調査では54,961人であり3,760人増加している。〖3参照〗

　　　（ⅴ）在宅看取り患者数（推計値）
在支診・在支病・在医総管全体の1年間の在宅看取り患者数は、前回調査では8,174人、
今回調査では8,781人であり、606人増加している。〖3参照〗　　



